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    ◎開会 

○社本生涯教育部長兼町史編さん室長 では、皆さんおはようございます。 

 定刻になりましたので、ただいまから令和３年大口町教育委員会10月定例会を開会します。 

 本日の出席委員は４名であります。定足数に達しておりますので、これより会議を開きます。 

 なお、傍聴人はございません。 

（午前 ９時３０分）  

 

    ◎日程第１ 教育長報告 

○社本生涯教育部長兼町史編さん室長 日程第１、教育長報告をお願いします。 

○長屋教育長 改めまして、おはようございます。 

 前回は９月30日でしたので、それ以降の主なことについて報告させていただきます。 

 まずはコロナ関係についてですけれども、日本全国、またこの愛知県においても感染者数が

減少傾向にあってうれしい限りですが、緊急事態宣言も解除されまして10月１日からは緊急事

態宣言に替わって厳重警戒宣言、そして厳重警戒措置が実施をされてきておりましたが、10月

17日以降につきましては、これらのことが解除されて今日に至っているという状況であります。 

 学校の教育活動におきましても、そういうことからも10月は、10月７日に中学校の体育大会

が実施されましたし、また北小学校においては10月17日、18日に京都・奈良方面への修学旅行

を行うことができました。なお、北小学校においては、99名全員が参加できてよかったなと思

っています。 

 今月11月につきましては、後で日程表にも出ておりますように、西小の修学旅行、南小の修

学旅行、あるいは小学校でいきますと自然教室、それから中学校でいきますと若狭の宿泊研修、

合唱コンクールとか発表会とか、大きな行事がめじろ押しですが、これらの行事も何とか現時

点では実施できそうな状況であります。 

 それから10月中には、それぞれ就学時健康診断を行うように法的に決められているわけです

けれども、北小学校は10月６日、南は10月11日、西小は10月８日に、それぞれ無事終えること

ができました。南小学校は、現在のところ63名ということで２クラスの予定です。それから北

小学校は119名、４クラスの予定です。西小学校は79名、３クラスの予定でありまして、合計の

新入生は261名。それから、現在つかんでいるところでは、他の市町村から入ってくる転入予定

者が数名おると聞いております。 

 なお、この10月には別件ですが、町長選挙がございまして、鈴木町長が11月から３期目に入

るというふうになって、御承知のことかと思いますが、そういう状況でございます。 

 報告事項につきましては、以上でございます。 
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○社本生涯教育部長兼町史編さん室長 ありがとうございました。 

 それでは、日程第２以降は、教育長、お願いいたします。 

 

    ◎日程第２ 議事録署名者の指名 

○長屋教育長 それでは、日程第２、議事録署名者の指名を行います。 

 議事録署名者には、水谷惠子教育長職務代理者と丹羽茂文委員を指名しますので、よろしく

お願いします。 

 

    ◎日程第３ 議 題 

      議案第16号 大口町教育委員会の所管に関する小学校及び中学校の令和４年度休

業日について 

○長屋教育長 続きまして、日程第３、議案第16号 大口町教育委員会の所管に関する小学校及

び中学校の令和４年度休業日について、事務局、説明をお願いします。 

○松井学校教育課長 議案第16号 大口町教育委員会の所管に関する小学校及び中学校の令和４

年度休業日について、お願いいたします。 

 大口町立学校管理規則第６条第２項の規定に基づき、令和４年度休業日を別紙のように定め

るものとする。令和３年10月27日提出。大口町教育委員会、教育長 長屋孝成。 

 提案理由としましては、この案を提出するのは大口町教育委員会の所管に関する小学校及び

中学校の令和４年度の休業日を定めるため、必要があるからでございます。 

 １枚はねていただきまして、別紙を御覧ください。 

 小学校及び中学校の令和４年度休業日（案）としてお示しをしております。 

 小学校の始まりの休業日は４月１日金曜日から４月５日火曜日まで、中学校におきましては

４月１日金曜日から４月６日水曜日までとなります。夏季休業日は、小・中学校とも７月21日

木曜日から８月31日水曜日まで、冬季休業日は、小・中学校ともに12月26日から１月６日金曜

日まで、学年末休業日は、小・中学校ともに３月27日月曜日から３月31日金曜日まででありま

す。 

 １枚はねていただきまして裏面を御覧ください。 

 参考１になります。 

 先ほどの令和４年度休業日に伴いまして、令和４年度の儀式等の日程でございます。 

 小学校の入学式は４月６日水曜日、中学校の入学式は４月７日木曜日、１学期の始業式は

小・中学校ともに４月７日木曜日、１学期終業式は小・中学校ともに７月20日水曜日、２学期

始業式は小・中学校ともに９月１日木曜日、２学期終業式は小・中学校ともに12月23日金曜日、
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３学期始業式は小・中学校ともに１月10日火曜日、小学校の卒業式は３月20日月曜日、中学校

の卒業式は３月７日火曜日、修了式は小・中学校ともに３月24日金曜日で予定をしております。 

 １枚はねていただきまして、参考２というところで、今回休業日の設定につきましては、学

校教育法の施行令、第29条で市町村の教育委員会が定めるとなっておりますので、次のページ

を御覧ください。 

 大口町立学校管理規則、第６条で１学期は４月１日から８月31日まで、２学期が９月１日か

ら12月31日まで、３学期が１月１日から３月31日まで、休業日につきましては、学年の始まり

が４月１日から入学式の日の前日まで、夏季を７月21日から８月31日、冬季を12月24日から１

月６日、学年末を３月25日から３月31日までとしておりますので、最初の休業日の設定を今回

させていただいております。 

 なお、冬季につきましては規則上は24日になっておりますが、令和４年度は26日から、学年

末につきましても25日からとなっておりますが、27日からとしております。これは、土曜、日

曜が入る関係でそうなっているということになります。 

 説明は以上でございます。 

○長屋教育長 ありがとうございました。 

 説明が終わりました。 

 この案件につきまして、御質問等ございましたらお願いします。 

○水谷教育長職務代理者 ２ページの参考１なんですが、令和３年度儀式等の日程とありますが。 

○松井学校教育課長 大変申し訳ありません。 

 令和４年度の間違いでございますので、訂正をお願いいたします。 

○長屋教育長 訂正のほうよろしくお願いします。令和４年度です。 

 そのほかよろしいでしょうか。 

○鈴村委員 確認が遅くて申し訳ありません。 

 ３学期の始業式が１月10日火曜日となっておりますが、冬季休業は１月６日金曜日までです

よね。 

○松井学校教育課長 土日と祝日が入る関係で、成人式の関係で火曜日になります。 

○鈴村委員 すみません。分かりました。ありがとうございます。 

○長屋教育長 あとは、よろしいでしょうか。 

（挙手する者なし） 

○長屋教育長 それでは質疑を終わります。 

 議案第16号を採決したいと思います。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○長屋教育長 異議なしと認めます。よって、本案は可決ということになりましたので、お願い

いたします。 

────────────────────────────────────────────────── 

    ◎日程第４ 連絡・報告事項 

○長屋教育長 続きまして、日程第４、連絡・報告事項に入ります。 

 １点目、令和３年度要保護及び準要保護児童生徒の認定につきまして、事務局、説明をお願

いします。 

○松井学校教育課長 それでは、お願いいたします。 

 Ａ４の横長のほうの資料を御覧ください。 

 令和３年度要保護及び準要保護児童生徒の認定についてでございます。 

 大口中学校が１名、北小学校が２名、西小学校が１名追加となりました。お名前等はこちら

の資料のほうを御参照ください。 

 もう一枚、Ａ４縦長の用紙のほうでございます。 

 南小学校がこれで18名、北小学校が34名、西小学校が56名、小学校合計で108名、大口中学校

が59名で、町全体で167名となっております。 

 説明は以上でございますが、名簿につきましては委員会終了後、また事務局のほうへお返し

くださいますようお願いをいたします。以上です。 

○長屋教育長 ありがとうございました。 

 この件につきまして、何かございましたら。 

（挙手する者なし） 

○長屋教育長 ないようですので、それでは次に移ります。 

 ２点目、大口町教育委員会後援名義の使用許可の報告につきまして、事務局、説明をお願い

します。 

○松井学校教育課長 それでは、資料のほうを御覧ください。 

 大口町教育委員会後援名義の使用許可の報告についてでございます。 

 使用許可案件でございます。 

 １番の申請者、私学をよくする愛知父母懇談会江南・大口・扶桑ブロック。許可年月日は令

和３年10月１日。事業名は私立学校進学説明会でございます。 

 ２番目の申請者、地域別県民文化大祭典2021中央実行委員会。許可年月日は令和３年10月１

日。事業名は県民文化大祭典2021「郷土・夢・ふれあい祭りｉｎ江南・大口・扶桑」でござい

ます。 
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 ２件とも昨年申請がございましたので、使用許可を出しております。 

 続いて、２番の実績報告案件です。 

 申請者、愛知サマーセミナー実行委員会、許可年月日が令和３年５月18日、実施日が７月18

日になります。事業名が第32回愛知サマーセミナーの実績報告がございました。 

 説明については以上でございます。 

○長屋教育長 ありがとうございました。 

 この案件につきまして、何かございましたらお願いします。 

 よろしいですか。 

（挙手する者なし） 

○長屋教育長 ありがとうございました。 

 

    ◎日程第５ その他 

○長屋教育長 それでは、日程第５、その他のほうに入ります。 

○丹羽委員 質問いいですか。来年度の予算って、いつ頃来るんですか。 

○社本生涯教育部長兼町史編さん室長 そろそろ予算要求の時期でして、スケジュール的には、

例年大体12月ぐらいに財政所管のヒアリングで１月中旬が町長査定、１月末ぐらいには固まる

というのが大体のスケジュールです。 

○丹羽委員 学校訪問して思うんですけど、学校支援員さん、町の加配というのか、もう少し増

やせないかなって思うんですね。 

 先生たちの負担を軽減しようということで今の残業時間だとか、言っている中で、そういう

意味での会議の時間を短くしたりとか、教師のいろんな負担を避けるばっかりじゃなくて、支

援員さんを入れることによって、そういう授業の負担が軽減されたり、ひいてはもうちょっと

支援員さんの使い方を上手にやって、先生方の負担を減らすということもできるんじゃないか

なと思うので、町の加配の学校の支援員さんを、厳しいとか言っても、大口町は結構お金があ

りそうだから、その支援員さんを増やせないかなという、結構学校へ行っていても、聞くんで

すね、教頭先生や校長先生から。もうちょっと支援員さんがあると、結局、小学校だと低学年

に取られちゃってとか、適応機能障害の子だとか、そういう子がいる学校だけではなく、他に

も本当は欲しいんだけれども、そういうところには分配されんから、欲しいなと思っている先

生はいっぱい見えるんじゃないかなって思うんですね、回っていて。そういう気がしましたの

で、予算要求の中で支援員さんの増員というのができないかなという感想だけです。 

○長屋教育長 ありがとうございました。 

 今までのちょっと様子等を話してもらえると。 



 

－８－ 

○松井学校教育課長 現状は、１年生のクラス、プラス１名というような形で配置をしています。

特殊事情があればちょっと別かもしれませんが、現状はそのような状態で支援員さんの配置を

しておりますので、大体どこの学校も４名前後ぐらいが配置されている状況です。ちょっと検

討はさせていただきますが、学校とも相談をしながら。 

○長屋教育長 例えば来年度ですと、１年生のクラス数が、北が４、それから南が２、西が３と

いうことですので９クラス、プラス１ということですので、プラス３で12名を目安にしている

ということが１点と、それから来年度については、新設される特別支援学級が２クラスありま

すので、２名について予算要望していこうということでいいですね。 

○松井学校教育課長 特別支援教室ということでは特には考えておりませんけれども、支援員と

しては看護師の資格を持った方だとか、そういった方をお願いしていけたらなというふうには

思っていますので、特別支援教室のプラス２というのは、ちょっとまだ今のところはどうする

かというのは検討中です。 

○鈴村委員 いいですか。私も前々から思っていたことを全部言ってくださったんですけれども、

特に西小学校をよく見ている関係で思うのですが、西小学校は昨年までは特別支援クラスにと

いうか、特別支援クラスに在籍している児童に支援員さんがついている形がやっぱり多かった

んですね。やっぱり特別支援の児童数も多いので、ですがやっぱり１年生のクラスの補助と考

えると、正直はっきり言いまして、特別支援の学級数と１年生の学級数ぐらいどこの学校も必

要だとは思うんですけれども、それであと大口町は中学校ついていないですよね。江南市なん

かはあるとかと伺っていますし、ほかのちょっと市町は分からないんですけれども、中学校で

もやっぱり支援員さんは必要ではないかなと思っております。そちらも御検討いただけたらな

と思います。 

○長屋教育長 貴重な御意見をありがとうございます。 

 事務局方、何かいいですか。 

○松井学校教育課長 検討は一度してみたいと思います。 

○長屋教育長 検討してみますということですが……。 

○鈴村委員 ぜひ前向きに。 

○長屋教育長 前向きに。 

○鈴村委員 はい。 

○長屋教育長 あと、よろしいでしょうか。 

 水谷委員、よろしいですか。 

○水谷教育長職務代理者 先ほどの来年度の支援員を４名で看護師資格を有する方ということで、

それは絶対ということではなく、できればという感じでしょうかね。 
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○松井学校教育課長 そうですね。 

 今現在、小学校では医療的ケアを必要とする子が在学をしておりますので、その関係でお一

人は小学校にはお見えになっています。今後、看護師の資格を持った方がもし採用できれば、

他の学校にも配置をしていけたらなというふうに今のところは思っています。 

○水谷教育長職務代理者 こちらが理想とする方がいない場合は、看護師資格を有されない方を

そういう子にというふうなんですかね。 

○松井学校教育課長 今のところは、医療を必要とする子が入学をしないという認識でいますの

で、必ず要るかと言われると、別段要らないというふうには認識をしております。 

○長屋教育長 いいですか。 

○水谷教育長職務代理者 はい。何となく。 

○長屋教育長 クラスとしては、特別支援の中に幾つかの種別があって、新しくクラスが設立で

きれば１名の先生はつく。それが通常学級に入れば、まず先生は、１名の先生はつかない。支

援員については、町で検討していくしかないという状況です。 

○水谷教育長職務代理者 そうすると、担任１人プラス、その子に支援員もという感じですか。

その子に２人つくってことですか。 

○長屋教育長 つけば最高だけれども、それは。 

○松井学校教育課長 その子に対して支援員がつくわけではないです。 

○水谷教育長職務代理者 じゃあ、その支援員さんは、ほかのところにも行きつつ、その子も、

その子に置く時間も多いという感じですか。 

○松井学校教育課長 それは、学校長の判断になると思いますけれども、町のほうとしてはその

子のために支援員をつけるというわけではないので。 

○水谷教育長職務代理者 枠としては。 

○松井学校教育課長 看護師の資格を持っていれば何かあったときの対応ができるということで、

そういった方をお願いできればと思っています。 

○長屋教育長 例えば西小学校は、１年生のクラス数が３クラスだから、形式的には４人は確実

につくということ。 

○松井学校教育課長 そうです。 

○長屋教育長 その４人の中の１人が看護師の資格を持っておれば一番ベストであるということ

だけれども、その人材が確保できるかどうかは、現時点では分からない。 

○松井学校教育課長 分からないです。 

○鈴村委員 今後において、そういう必要か必要じゃないかではなく、そういった資格を持った

方が各学校に１人置かれるといいのではないかなと非常に思います。やっぱり修学旅行や自然
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教室で養護の先生が出ていかれると、そこには、ほかのほぼボランティアの状態の方が学校に

入ったりもされますよね。 

○長屋教育長 そうですね。 

○鈴村委員 そういうことも考えつつ、やっぱり人がいないからボランティアに頼めばいいとい

う、ちょっとそういったところが大口町は多いのではないかなと私は感じておりますので。 

○長屋教育長 ありがとうございました。 

 そういう方向を目指していきたいということで、そういう声があって、前向きに今後検討し

ていく必要があるということで。 

○兼松学校教育課長補佐 一応、来年度については、小学校に看護師さんは１人見えるので、一

応来年度、今課の中では看護師さんを３名、今度募集ができないかなという話はしていました。 

 先ほど、水谷委員さんもお話があったとおり、今でもそうなんですけど、今看護師さんがお

一人で、もし何かあったりとか、子供さんじゃなく、看護師さんのほうでお休みされたりする

となると、医療的ケアの子に対して、そういうことができる人がいないというのも現状として

ありましたので、来年度は３名で募集はしたいと考えています。 

 ただ、先ほど課長が言われたとおり、その子に対して１人看護師をつけていくわけではない

ですから、そういう子が入ってくるということで、実は看護師さんには支援員さんの仕事も併

せてやってくださいということをお願いしています。学校の中で看護師に関係する仕事だけと

なりますと、非常に勤務時間が長いということになりますので、実際募集はかけていくんです

けど、なかなか看護師さんでありながら支援員さんみたいな仕事も一緒にとなると、ちょっと

募集してもなかなか集まらないという今現状思っているところではあるんですけど、一応、お

一人で何かあったときにも対応できるようにということと、併せて小学校３校ありますので、

来年集まればというところですけど３名募集しながら、各学校にもし医療的ケアの子がいなく

ても、何か対応ができるよう看護師の募集は計画をしています。 

 ただ、人がどんどん増えていってしまいますので、どこでちょっとどうやってやっていこう

とか、予算も膨らんでしまうので、時間なんかも見直ししながら、支援員さんとも少し調整を

しながら、看護師、支援員合わせて勤務してもらう時間なんかをちょっと見ながら、一度、も

う一度検討してみたいと思います。 

○長屋教育長 よろしいですか。 

○鈴村委員 はい。 

○長屋教育長 水谷さん、いいですか。 

○水谷教育長職務代理者 はい。 

○長屋教育長 じゃあ、そのほかよろしいでしょうか。 
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（挙手する者なし） 

○長屋教育長 ありがとうございました。 

 事務局のほうはいいですか。 

○社本生涯教育部長兼町史編さん室長 じゃあ、いいですか、一旦。 

○長屋教育長 はい。 

○社本生涯教育部長兼町史編さん室長 じゃあ、これで一旦教育委員会のほうを閉じますので、

教育長、最後に一言。 

○長屋教育長 いろいろと御意見ありがとうございました。 

 なるべく予算に結びつくようにまた頑張っていきたいなというふうに思います。ありがとう

ございました。 

○社本生涯教育部長兼町史編さん室長 それでは、以上をもちまして、10月の大口町教育委員会

定例会を終了いたします。 

（午前１０時０４分）  
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